
原動機付自転車（原付バイク）や軽自動車の廃車などのなどの

手続き手続きはは にに行いましょう行いましょう４月１日㈮まで
　原付バイクや軽自動車を廃棄・譲渡したときや、盗難に遭
ったときなどは届け出が必要です。
　４月１日時点で原付バイクなどを所有している方は軽自動

車税（種別割）を納める必要があります。手続きが遅れる
と、その年の税金がかかることがありますので、必ず４月１
日㈮までに必要な手続きをしてください。

［問］市民税課 ☎712・6214 ID 1013260

浦安市ナンバーの原付バイクなど

廃棄したら
　ナンバープレートの返却が必要で
す。市民税課（市役所２階）で廃車の
手続きをしてください。手続きの際
には、以下のものをお持ちください。
● ナンバープレート、標識交付証明
書、運転免許証などの本人確認書類

盗難に遭ったら
　警察に盗難届を提出したあと、市民税課で廃車の手
続きをしてください。警察に盗難届を提出しただけで
は、廃車したことにはなりません。手続きの際には、
以下のものをお持ちください。
● 標識交付証明書、運転免許証などの本人確認書類、
盗難届を出した警察署名・提出日・盗難届受理番号

友人などに譲ったら
　譲り受けた方（新所有者）が、お住まいの市区町村
にて名義変更の手続きを行うことで、旧ナンバーの廃
車をすることができます。手続きに遅れや漏れがある
と、旧所有者に税金がかかる場合がありますのでご注
意ください。手続きに必要な書類などは、新所有者の
お住まいの市区町村へご確認ください。

習志野ナンバー、１習志野ナンバーの軽自動車など
　習志野ナンバーや１習志野ナンバーの軽自動車と自動二輪
は、市役所で廃車や名義変更の手続きはできません。右記の
事務所で廃車などの手続きをしたあとに発行される「軽自動
車税（種別割）申告書（報告書）」などの書類を、直接また
は郵送で、〒279-8501浦安市役所市民税課へ提出してくだ
さい。詳しくは、各事務所にお問い合わせください。

習志野自動車検査登録事務所（船橋市習志野台）☎050・5540・2024
▶二輪の小型自動車や軽二輪の廃車や名義変更の手続き

軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所（船橋市習志野台）☎050・3816・3115
▶三輪や四輪の軽自動車の廃車や名義変更の手続き

４月からの市営自転車駐車場定期利用市営自転車駐車場定期利用のの申請申請
新浦安駅

第13自転車駐車場の
利用を希望する方

申請期間

３月５日㈯～10日㈭
申請方法

直接、新浦安駅第13自転車
駐車場へ

問
新浦安駅第13自転車駐車場
（新浦安駅前プラザマーレ内）
☎380・2588

申請期間 ３月５日㈯～10日㈭
対象の

自転車駐車場
一次募集の結果、空きのある自転車駐車場。空き状況は、３月５日㈯から浦安市営自転車駐車
場公式サイトhttps://cyclune.azurewebsites.net/urayasu/に掲載します。

問 （公財）うらやす財団 ☎355・8321

申請方法

浦安市営自転車駐車場公式サイトから申し込み。抽選結果はＥメールでお知ら
せします。利用料金の支払いは、クレジットカードまたはコンビニエンススト
アでの支払いができます。

ＷＥＢ申請

「浦安市営自転車駐車場定期利用承認申請書」（自転車駐車場で配布）を、直
接、受け付けを行っている自転車駐車場へ。抽選結果は郵送でお知らせしま
す。利用料金の支払いは、抽選結果に同封の払込票で、コンビニエンスストア
での支払いのみです。

用 紙 申 請

※ 申請の際には、住所・氏名・生年月日が確認できる運転免許証や学生証などの本人確認書類の添付または提示が必要です
詳しくは、浦安市営自転車駐車場公式サイトをご覧ください。

ID 1035048
（市民安全課）

公園などの駐車場利用が有料になります４月１日㈮から

ID 1034816

●30分～…１時間100円
● 最大料金（午前８時～午後10時、午後10時～午前８時）
…600円

利用料金

総合公園・高洲海浜公園 ［問］みどり公園課 ☎712・6513

総合公園球技場側 ［問］市民スポーツ課 ☎712・6818

●30分～３時間30分…１時間100円
●３時間30分～
▶午前７時～午後７時
　　 ■月～金曜日…20分100円
　　■土・日曜日、祝日…20分200円
▶午後７時～午前７時…１時間100円

利用料金

浦安ドッグラン（舞浜）［問］環境衛生課 ☎712・6495

●30分～３時間30分…１時間100円
●３時間30分～
▶午前７時～午後７時

　　 ■月～金曜日…20分100円
　　■土・日曜日、祝日…20分200円
▶午後７時～午前７時…１時間100円

［大型バス］
●～１時間…1000円
●以降午前０時まで…5000円

利用料金

運動公園
第１・第２駐車場 ［問］市民スポーツ課 ☎712・6818

　受益者負担の適正化・目的外駐車の抑
制・財源の確保のため、以下の駐車場で利
用料を徴収します。

30分以内の利用は
無　料
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